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領 収 済 通 知 書 

こ
の
通
知
は
、
納
入
告
知
書(

納
付
書)

で
す
が
、

 

機
械
処
理
の
関
係
で
領
収
済
通
知
書
、
領
収
控
、

 

納
入
告
知
書(

納
付
書)

・
領
収
証
書
の
順
に
綴
っ
て 

あ
り
ま
す
。
納
付
の
際
は
切
り
離
さ
ず
に
納
付
場
所 

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

(

こ
の
通
知
書
は
、
機
械
処
理
さ
れ
ま
す
の
で
、
汚
し
た
り
、
折
り
ま
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。) 

事 業 所 番 号 

うち証券受領 
 
             円 

年   月   日から 

年   月   日までの延滞金 

元本年月 
 
        年   月分 
 
 

 
令和   年   月   日 

証券受領 

全 
部 

一 
部 

納付場所 日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店 
     又は日本年金機構○○年金事務所 
 
あて先 
 歳入徴収官 
 
 
 
（所 在 地） 
 

延  滞  金  合  計  額 
千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

年度 年金特別会計 内閣府及び厚生労働省所管 取扱庁番号 取扱庁名 

届 書 
コード 

事務所 
コード 制度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

円 円 円 

業  務  勘  定 業  務  勘  定 業  務  勘  定 
健康保険料に係る延滞金 厚生年金保険料に係る延滞金 子ども・子育て拠出金に係る延滞金 

収納 
区分 

出力 
指示 収 納 月 日 

納付目的 

健康保険料 

厚生年金保険料 

子ども・子育て拠出金 

に係る延滞金 

    年度 

内閣府及び厚生労働省所管 

年 金 特 別 会 計 

上記の合計額を領収しました。 

（領 収 日 付 印） 

（厚生労働省年金局送付分） 

殿 

（住所） 

 

（氏名） 

翌年度 5月 1日以降現年度歳入組入 担 当 課 

国 庫 金 厚 生 保 険 第
二
片 

領  収  控 告 

翌年度 5月１日以降現年度歳入組入 

国 庫 金 厚 生 保 険 

年   月   日から 

年   月   日までの延滞金 

元本年月 
 
        年   月分 
 
 

 
令和   年   月   日 

納付場所 日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店 
     又は日本年金機構○○年金事務所 
 
延滞金の 健康保険法第 181 条、同法附則第 9条、 
計算方法 厚生年金保険法第 87 条、同法附則第 17条の 14、 

子ども・子育て支援法第 71条 

証券受領 

全 
部 

一 
部 

事業所整理記号 事 業 所 番 号 

うち証券受領 
 
             円 

延  滞  金  合  計  額 
千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

年度 年金特別会計 内閣府及び厚生労働省所管 取扱庁番号 取扱庁名 

円 

業  務  勘  定 
健康保険料に係る延滞金 

円 

業  務  勘  定 
厚生年金保険料に係る延滞金 

円 

業  務  勘  定 
子ども・子育て拠出金に係る延滞金 納付目的 

健康保険料 

厚生年金保険料 

子ども・子育て拠出金 

に係る延滞金 

    年度 

内閣府及び厚生労働省所管 

年 金 特 別 会 計 

上記の合計額を領収しました。 

（領 収 日 付 印） 

（収納機関用） 

殿 
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納入告知書 納付書・領 収 証 書 

翌年度 5月 1日以降現年度歳入組入 

国 庫 金 厚 生 保 険 

事業所整理記号 事 業 所 番 号 

うち証券受領 
 
             円 

年   月   日から 

年   月   日までの延滞金 

元本年月 
 
        年   月分 
 
右記の金額をただちに 
納付してください。 
 
令和   年   月   日 

証券受領 

全 
部 

一 
部 

納付場所 日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店 
又は日本年金機構○○年金事務所 

 
延滞金の 健康保険法第 181 条、同法附則第 9条、 

計算方法 厚生年金保険法第 87 条、同法附則第 17条の 14、 
子ども・子育て支援法第 71条 

 

 
歳入徴収官 

 

 

延  滞  金  合  計  額 
千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

年度 年金特別会計 内閣府及び厚生労働省所管 取扱庁番号 取扱庁名 

円 円 円 

業  務  勘  定 業  務  勘  定 業  務  勘  定 
健康保険料に係る延滞金 厚生年金保険料に係る延滞金 子ども・子育て拠出金に係る延滞金 納付目的 

健康保険料 

厚生年金保険料 

子ども・子育て拠出金 

に係る延滞金 

    年度 

内閣府及び厚生労働省所管 

年 金 特 別 会 計 

上記の合計額を領収しました。 

（領 収 日 付 印） 

（納付者渡し） 

殿 

事業所整理番号 


